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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年8月13日(2020.8.13)

【公表番号】特表2020-518007(P2020-518007A)
【公表日】令和2年6月18日(2020.6.18)
【年通号数】公開・登録公報2020-024
【出願番号】特願2019-557775(P2019-557775)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ    1/13     ５０５　
   Ｇ０２Ｆ    1/1335   　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月2日(2020.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向配置されている第１高分子フィルム基板および第２高分子フィルム基板と、前記第
１高分子フィルム基板と前記第２高分子フィルム基板の間に存在し、液晶ホストおよび二
色性染料ゲストを含む能動液晶層を有する能動液晶フィルム層とを含み、
　前記能動液晶層は、水平配向状態と垂直配向状態とをスイッチングすることができ、
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板は、それぞれ、５５０
ｎｍ波長の光に対する面内位相差が４，０００ｎｍ以上であり、
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板のそれぞれは、延伸高
分子フィルムであり、
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板のそれぞれの第１方向
は、ＴＤ（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）方向であり、前記第１高分子フ
ィルム基板および前記第２高分子フィルム基板のそれぞれの第２方向は、ＭＤ（ｍａｃｈ
ｉｎｅ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）方向であり、
　前記第１高分子フィルム基板の第１方向と前記第２高分子フィルム基板の第１方向との
なす角度が０度～１０度の範囲内となるように配置されている光変調デバイス。
【請求項２】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板は、それぞれ、一面に
電極層が形成された電極フィルム基板であり、前記各電極層が対向するように前記第１高
分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板が配置されている、請求項１に記載
の光変調デバイス。
【請求項３】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板は、ポリエステルフィ
ルム基板である、請求項１または２に記載の光変調デバイス。
【請求項４】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板のそれぞれの第１方向
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における伸び率が２０％以上である、請求項１から３のいずれか一項に記載の光変調デバ
イス。
【請求項５】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板のそれぞれの第１方向
における伸び率（Ｅ１）と前記第１方向と垂直をなす第２方向における伸び率（Ｅ２）と
の比率（Ｅ１／Ｅ２）が３以上である、請求項１から４のいずれか一項に記載の光変調デ
バイス。
【請求項６】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板のそれぞれは、第１方
向および第２方向の両方と４０度～５０度の範囲内の角度をなす第３方向における伸び率
（Ｅ３）が、前記第１方向における伸び率（Ｅ１）に比べて大きく、前記第３方向におけ
る伸び率（Ｅ３）と前記第２方向における伸び率（Ｅ２）との比率（Ｅ３／Ｅ２）が５以
上である、請求項１から５のいずれか一項に記載の光変調デバイス。
【請求項７】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板は、それぞれ、第２方
向における熱膨張係数（ＣＴＥ２）と第１方向における熱膨張係数（ＣＴＥ１）との比率
（ＣＴＥ２／ＣＴＥ１）が１．５以上である、請求項１から６のいずれか一項に記載の光
変調デバイス。
【請求項８】
　第２方向における熱膨張係数（ＣＴＥ２）が５０～１００ｐｐｍ／℃の範囲内である、
請求項７に記載の光変調デバイス。
【請求項９】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板は、それぞれ、第２方
向における弾性率（ＹＭ２）と第１方向における弾性率（ＹＭ１）との比率（ＹＭ１／Ｙ
Ｍ２）が１．５以上である、請求項１から８のいずれか一項に記載の光変調デバイス。
【請求項１０】
　第１方向における弾性率（ＹＭ１）が２～１０ＧＰａの範囲内である、請求項９に記載
の光変調デバイス。
【請求項１１】
　前記第１高分子フィルム基板および前記第２高分子フィルム基板は、それぞれ、第２方
向における最大応力（ＭＳ２）と第１方向における最大応力（ＭＳ１）との比率（ＭＳ１
／ＭＳ２）が１．５以上である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の光変調デバイ
ス。
【請求項１２】
　第１方向における最大応力（ＭＳ１）が１５０～２５０ＭＰａの範囲内である、請求項
１１に記載の光変調デバイス。
【請求項１３】
　左眼用レンズと右眼用レンズと、前記左眼用レンズと前記右眼用レンズを支持するフレ
ームとを含むアイウェアであって、
　前記左眼用レンズおよび前記右眼用レンズは、それぞれ、請求項１から１２のいずれか
一項に記載の光変調デバイスを含むアイウェア。
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